
加古川西市民病院跡地活用事業者募集に係る質問事項回答書 

質問 

番号 
ページ・項目 質 問 事 項 回 答 

１ 

P2Ⅰ3(2)既存施

設 

建物については現状有姿とありますが、設備機器

については一定期間の瑕疵期間があると考えて

よろしいでしようか。 

付帯して引き渡される設備機器についても現状有姿での売却が前提とな

りますので、募集要項 19ページの 2.土地建物譲渡契約（4）でお示しし

ているとおり、瑕疵が見つかった場合においても、市は瑕疵に対する責

任は負いません。 

 

２ 

P3Ⅰ3(5)アスベ

スト 

地下配管部分にアスベストがあるとの聞き取り

調査記載があるが、売却にあたり調査した方がい

いのではないでしょうか。 

市でアスベスト調査を実施する予定はありません。 

本館の解体にあたっては、建築年等を考慮し、ご質問の地下ボイラー室

の配管も含め、事業者において必要な調査を実施してください。 

※過去の国・県通知に基づき実施したアスベスト調査結果については、

ＣＤ－Ｒで貸与した「詳細データ」参照 

 

３ 

P12Ⅴ6(3)調整池 本館部分を解体し開発申請する場合、敷地面積を

10,000 ㎡までに設定すれば調整池は不要と考え

てよろしいでしょうか。 

募集要項 12ページの 6.雨水、治水対策（3）でお示ししているとおり、

総合治水条例に基づく重要調整池の設置に関しては兵庫県東播磨県民局

管理第２課にお問合せください。 

 

４ 

P12Ⅴ6(3)調整池 

 

県の総合治水条例によると雨水量が流出増加す

る場合には調整池の設置に努めるとありますが、

増加がなければ調整池は不要と考えて差支えな

いでしょうか。事業者によって考え方が変われば

公平な公募にならないと思います。 

 

上記同様、総合治水条例に基づく重要調整池の設置に関しては兵庫県東

播磨県民局管理第２課にお問合せください。 

５ 

P12Ⅴ6(7)雨水幹

線整備 

 

本物件敷地中央部に横断している水路の改修予

定がありますが、その時期と構造を教えてほし

い。また、改修に伴う本物件の除外地（分筆予定

地）の面積及び座標値を提示頂けますでしょう

か。 

当該水路の雨水幹線としての整備時期は未定です。構造については全線

開渠で、Ｗ2500×H1250 の計画断面となっております。なお、管理用通

路も含め、必要用地は除外して譲渡区域を決定しております。 

面積、座標の詳細については、提案者全員（代表法人）に別途メールに

て送付します。 

 

 



加古川西市民病院跡地活用事業者募集に係る質問事項回答書 

質問 

番号 
ページ・項目 質 問 事 項 回 答 

６ 

P13Ⅴ9本館解体 本館を解体撤去し、電気・設備系統の切替えが困

難と判断した場合、本館部分を残すことも可能で

しょうか。 

募集要項 4 ページの 4.提案内容（3）⑤でお示ししているとおり、本館

については十分な耐震性能が確保されていない建物であることや、将来

的に雨水幹線（西部 2-1 号）の整備計画があるため、解体することを提

案の必須要件としております。ただし、別館及び中央診療棟の運営開始

までに、改修等ができない特別の事情があると認められる場合は、一定

の期間、既存本館を残すことについて協議することとします。 

 

７ 

P13Ⅴ11土壌汚染 事業者に引き渡されるまでの間に生じた原因は

市の負担とありますが、建物大半が既存利用とな

っており、汚染が確認できるのが次期建替えの時

期になります。その時点ではどちらの原因か判断

できないと思いますがいかがでしょうか。 

 

提案図書に記載された施設整備を完了するまでに汚染が判明した場合

は、市が負担することを考えております。また、ご質問の次期建替えの

際に汚染が確認された場合ですが、その原因を特定することは困難であ

ることから、事業者に負担いただくことを考えております。 

 

８ 

P13Ⅴ11土壌汚染 土壌汚染調査を 3000 ㎡以上の土地の形質変更の

届出の際に市長が判断した場合、調査の実施が必

要になるとありますが、環境省基準で病院は水質

汚濁防止法の特定施設であるのに、売却にあたり

市が調査しないというのはおかしいのではない

でしょうか。また、土地の形質変更として調査命

令が出た際、フェーズ 2（5 点混合による調査）

で土壌汚染が見つかった場合、その後の調査（詳

細な場所の特定及び深度調査）及び土壌改良につ

いては市で負担して頂けますでしょうか。 

 

病院は水質汚濁防止法の特定施設ではありますが、有害物質使用特定施

設ではないため、土壌汚染対策法第３条に基づく施設の使用廃止に伴う

土壌汚染調査の義務は発生しません。 

土壌汚染の除去が必要となった場合、事業者に引き渡されるまでの間に

生じた原因による対策費用（土壌改良のみ。調査費用は事業者で負担）

は市が負担することを考えております。ただし、その対策の詳細につい

ては事業者と市で協議することとします。 

※土壌汚染調査の実施にあたっては、ＣＤ－Ｒで貸与した「詳細データ」

の「地歴調査報告書」や建物内部の「配管系統調査資料（地歴調査補

完資料）」を参考としてください。 

 


